
営業を継続していくために

押さえておきたい新型コロナウイルス感染予防対策

食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケッ

トなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理に加えて、営業を継続し

ていくために新型コロナウイルス感染症予防対策もしっかり実施して営業しましょう！

食品取扱事業者の皆様へ

① 基本を守ろう～３密を作らない～

●密閉空間にならないように、網戸のある窓を開けるなど店内の換気をしま

しょう。

●多くの人が密集しないように、テイクアウトに取り組むなど店内外が混雑し

ないようにしましょう。

●密接場面を作らないように、客席を離すなどフィジカルディスタンスを保ちま

しょう。

② 毎日取り組もう～日々の予防対策～

●体温を測定し、もし発熱などの症状がある場合は自宅待機を徹底しましょう。

●接客時もできる限りマスクを着用し、咳エチケットを実践しましょう。

●ドアノブなどの人がよく触れるところは洗剤等を使ってしっかりと拭き取り清

掃しましょう。

③ 「もしも」に備えよう～発生時の対応～

●患者が発生したことを従業員に周知するとともに保健所に連絡して指示を受

けましょう。

●保健所が濃厚接触していると確認した従業員は保健所の指示に従って健康

観察等を行いましょう。

●感染者が勤務した区域（売場、厨房、倉庫等）は保健所の指示に従って消毒

を徹底しましょう。
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